
令和３年度以降の介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会
の通年スケジュールについて

○ 令和３年度以降の開発企業等からの要望に対する評価・検討については、毎年度、以下のスケジュール
に従って、検討会を年度内に少なくとも１回開催して実施することとしてはどうか。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

（要望の受付期間）
■ 当該開催年度の評価・検討の対象は、当該年度の10月までに受けた要望とする。
※ 11月以降に受けた要望については、次年度に開催する検討会で評価・検討を実施。

（検討会の開催時期）
■ ２月から３月を目途に開催する。
■ 前年度の検討会において「評価検討の継続」とされた要望については、必要なエビデンス等が整理
され次第、随時評価検討を実施する。
※ 「評価検討の継続」とされた要望については、要望の申請は不要とする。

新規要望の
場合

※評価検討会に
おいて、評価
結果が「否」
とされた要望
を含む。

要望の受付期間（前年11月～当該年10月）

事前評価期間
（11月～2月）

委員等の助言を得ながら、
事前に提案票及び添付資料を
確認し、評価・検討のための
情報が不十分と考えられる場
合、期日までに必要な追加
データを可能な限り求める。

検討会
の開催
（2月～
3月）

「評価検討の
継続」とされ
た要望の場合 必要なエビデンス等が整理され次第、随時評価検討を実施
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